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(57)【要約】
【課題】圧迫されることにより生じる被検体の特定部位
の変形を容易に判断することを可能とする。
【解決手段】被検体に対して超音波を送受信する超音波
探触子１０と、超音波探触子１０の出力に基づいて複数
の超音波画像のデータを発生する画像発生部２０と、超
音波探触子１０による被検体への圧迫によって変化する
物理量に基づいて圧迫に関する指標値である圧迫指標値
を算出する圧迫指標値算出部１４と、複数の超音波画像
から最大圧迫指標値における超音波画像を特定する画像
特定部２４と、特定した超音波画像と他の圧迫指標値に
おける他の超音波画像とを並べて表示する表示部３２と
、を具備する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に対して超音波を送受信する超音波探触子と、
　前記超音波探触子の出力に基づいて複数の超音波画像のデータを発生する画像発生部と
、
　前記超音波探触子による前記被検体への圧迫によって変化する物理量に基づいて前記圧
迫に関する指標値である圧迫指標値を算出する圧迫指標値算出部と、
　前記複数の超音波画像から最大圧迫指標値における超音波画像を特定する画像特定部と
、
　前記特定した超音波画像と他の圧迫指標値における他の超音波画像とを並べて表示する
表示部と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記圧迫指標値と前記圧迫指標値が算出されたときの前記超音波画像とを関連付けて記
憶する記憶部をさらに備え、
　前記画像特定部は、前記圧迫指標値算出部によって算出される複数の前記圧迫指標値か
ら前記最大圧迫指標値を特定し、前記特定した最大圧迫指標値に関連付けられた超音波画
像を特定することを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記画像特定部は、前記圧迫指標値算出部によって算出される複数の前記圧迫指標値か
ら前記他の圧迫指標値として最小圧迫指標値を特定し、前記特定した最小圧迫指標値に関
連付けられた超音波画像を前記他の超音波画像として特定することを特徴とする請求項２
記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記特定された超音波画像と前記他の超音波画像とに基づいて特定部位の変形に関する
指標値である変形指標値を算出する変形指標値算出部をさらに備えることを特徴とする請
求項１又は２記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記変形指標値算出部は、前記特定された超音波画像に描出されている血管の血管径で
ある第１血管径と前記他の超音波画像に描出されている前記血管の血管径である第２血管
径とを算出し、前記第１血管径と前記第２血管径とに基づいて前記変形指標値として前記
血管の狭窄度を算出することを特徴とする請求項４記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記他の超音波画像における前記血管の位置と、前記血管との相対的な位置関係が変化
しない特定部位との前記位置関係から、前記特定した超音波画像における前記血管の位置
を推定する血管位置推定部をさらに備え、
　前記表示部は、前記推定した位置を明示して前記特定した超音波画像を表示することを
特徴とする請求項５記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記相対的な位置関係が変化しない特定部位は、前記血管に併走する他の血管であるこ
とを特徴とする請求項６記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記表示部は、前記算出された狭窄度を前記特定した超音波画像と前記他の超音波画像
とともに表示することを特徴とする請求項４記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記物理量として前記超音波探触子と前記被検体との接触圧に応じた信号を生成する圧
力センサーをさらに備え、
　前記圧迫指標値算出部は、前記生成された信号に基づいて前記圧迫指標値として前記接
触圧の値を算出することを特徴とする請求項４記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
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　前記圧迫指標値算出部は、前記圧迫指標値として前記被検体内で移動する特定部位に起
因するドプラ信号に基づく値を算出することを特徴とする請求項４記載の超音波診断装置
。
【請求項１１】
　前記超音波探触子は、前記被検体の３次元領域に超音波を送受信し、
　前記画像発生部は、前記３次元領域に超音波を送受信することによって生じる前記超音
波探触子の出力に基づいてボリュームデータを発生し、前記発生したボリュームデータか
ら所定断面における超音波画像のデータを発生することを特徴とする請求項１記載の超音
波診断装置。
【請求項１２】
　前記画像発生部は、現時点のボリュームデータと次のボリュームデータとを発生し、前
記次のボリュームデータにおける超音波画像に特定部位が描出されない場合、前記現時点
のボリュームデータに含まれる特定部位の輝度値から、前記次のボリュームデータに含ま
れる前記特定部位を特定し、前記特定部位が描出される３Ｄ画像を前記次のボリュームデ
ータから発生することを特徴とする請求項１１記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波探触子により被検体を圧迫しながらスキャンを行なう超音波診断装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、超音波を用いた血管の診断（以下、血管エコーと呼ぶ）が広く実施されている。
血管エコーでは、頚動脈や大動脈、冠動脈、抹消動脈、抹消静脈等の様々な部位を対象と
して、血栓（血液の塊）の有無や血管の狭窄及び閉塞を診断する。
【０００３】
　血栓に関する病気の一つに深部静脈血栓症（Deep　Vein　Thrombosis：以下、ＤＶＴと
呼ぶ）がある。ＤＶＴは、深部静脈に血栓が形成される病気であり、そのほとんどは下肢
に発生する。形成された血栓が血管壁からはがれ落ちる場合がある。このようなはがれ落
ちた血栓は塞栓と呼ばれる。下肢静脈の血液は心臓を通過し肺へと流れていく。そのため
、下肢静脈で生じた塞栓が心臓を通過して肺の動脈に詰まり肺塞栓症が起きる場合がある
。つまり下肢静脈に形成された血栓は肺塞栓症の塞栓源となりうる。
【０００４】
　血栓の存在を証明するには、血栓を超音波画像によって描出するか、若しくは静脈血流
に関するドプラ信号の消失を確認するかである。また、体表付近の静脈（例えば、大腿静
脈や膝窩静脈等）の血管は、血管閉塞していない場合、静脈血圧が低いため超音波探触子
によって体表を圧迫すると容易に変形する。一方血管閉塞している場合には、体表を圧迫
しても血管は変形しない。従って、圧迫による血管の変形の有無で血栓の有無が判断でき
る。
【０００５】
　近年、このような被検体を圧迫することによる血管の変形を判断する際に有用な以下の
ような技術が開示されている。１．被検体を圧迫すると血管は移動してしまう。そのよう
な場合に有用な、超音波画像上において移動する部位の追跡を行なう技術（例えば、特許
文献１参照）。２．被検体を圧迫する際の圧力値を計測する場合に有用な、被検体との接
触面に圧力センサーを備えた超音波探触子（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００３－１７５０４１号公報
【特許文献２】特開２００３－２２５２３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　しかしながら、超音波探触子を体表に圧迫させることによって生じる血管の変形の観察
には、以下の問題がある。　
　（１）リアルタイムで連続的に超音波画像を発生し表示するために、圧迫による血管の
変形を観察するのが困難である。　
　（２）超音波探触子による圧迫により、血管が移動したりスキャン断面がずれたりした
場合等、圧迫による血管の変化を観察するのが困難な場合がある。　
　（３）超音波探触子による圧迫により、超音波画像から静脈が完全に消失した場合、静
脈位置を見失ってしまう場合がある。
【０００７】
　本発明の目的は、圧迫されることにより生じる被検体の特定部位の変形を容易に判断す
ることを可能とする超音波診断装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために本発明は、ある局面において、被検体に対して超音波を送受
信する超音波探触子と、前記超音波探触子の出力に基づいて複数の超音波画像のデータを
発生する画像発生部と、前記超音波探触子による前記被検体への圧迫によって変化する物
理量に基づいて前記圧迫に関する指標値である圧迫指標値を算出する圧迫指標値算出部と
、前記複数の超音波画像から最大圧迫指標値における超音波画像を特定する画像特定部と
、前記特定した超音波画像と他の圧迫指標値における他の超音波画像とを並べて表示する
表示部と、を具備する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、圧迫されることにより生じる被検体の特定部位の変形を容易に判断す
ることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の第１実施形態及び第２実施形態を図面を参照しながら説明する。第１実
施形態及び第２実施形態における超音波診断装置の利用場面は、超音波探触子を被検体に
圧迫させながら連続的に超音波画像を発生させ、超音波画像に描出された静脈血管の変形
を観察する場面とする。この際、静脈血管の変形を観察しやすくするため、超音波探触子
による被検体への圧迫に応じて変化する種々の指標値（以下、圧迫指標値と呼ぶ）に基づ
いて変形が観察しやすい超音波画像を特定し、特定した超音波画像を並べて表示する。
【００１１】
（第１実施形態）　
　第１実施形態における圧迫指標値は、超音波探触子を被検体に圧迫させることによって
生じる超音波探触子と被検体との接触圧である。
【００１２】
　図１は、第１実施形態における超音波診断装置１の構成を示す図である。図１に示すよ
うに、超音波診断装置１は、超音波探触子１０、圧力センサー１２、圧迫指標値算出部１
４、送信部１６、受信部１８、画像発生部（Ｂモード処理部）２０、ドプラ処理部２２、
記憶部２３、画像特定部２４、変形指標値算出部２６、血管位置推定部２８、表示画像生
成部３０、表示部３２、操作部３４及び制御部３８を有する。以下、個々の構成要素につ
いて説明する。
【００１３】
　超音波探触子１０は、電気信号を超音波に変換する複数の超音波振動子を配列した超音
波振動子アレイを有し、この超音波振動子アレイにより被検体に対して超音波の送受信を
行なう。超音波探触子１０は被検体との接触面を有する。超音波探触子１０の接触面は、
操作者により被検体に接触され圧迫される。
【００１４】
　圧力センサー１２は、超音波探触子１０の接触面に接続され、超音波探触子１０と被検
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体との接触圧を検出する。圧力センサー１２は、例えば特開２００３－２２５２３９号公
報に記載の公知の技術である。圧力センサー１２の内部には、被検体との接触圧によって
ひずみを生じ、生じたひずみをひずみの大きさに応じた電気信号に変換する機構を有する
。変換された電気信号は、圧力センサー１２によって圧迫指標値算出部１４に送信される
。
【００１５】
　圧迫指標値算出部１４は、送信された電気信号から接触圧を算出する。算出された接触
圧は、算出された時刻と関連付けて記憶部２３に記憶される。
【００１６】
　送信部１６は、図示しないレートパルス発生回路、遅延回路及び駆動パルス発生回路等
を有している。レートパルス発生回路は、所定のレート周波数ｆr　Ｈｚ（周期；１／ｆr
秒）で、レートパルスを繰り返し発生する。遅延回路は、チャンネル毎に超音波をビーム
状に集束させ且つ送信指向性を決定するのに必要な遅延時間を各レートパルスに与える。
駆動パルス発生回路は、各遅延されたレートパルスに基づくタイミングで超音波駆動パル
スを発生する。駆動パルスを受けた超音波振動子アレイは、超音波を送信する。
【００１７】
　受信部１８は、図示しないアンプ回路、Ａ／Ｄ変換器及び加算器等を有している。アン
プ回路は、被検体からのエコー信号をチャンネル毎に増幅する。Ａ／Ｄ変換器は、増幅さ
れたエコー信号をアナログ信号からデジタル信号に変換する。遅延回路は、デジタル信号
に変換されたエコー信号を、ビーム状に集束させ且つ受信指向性を順次変更するのに必要
な遅延時間を各エコー信号に与える。加算器は、遅延時間が与えられたエコー信号を加算
する。
【００１８】
　画像発生部２０は、受信部１８からのエコー信号の供給を受け、エコー信号を対数増幅
し、対数増幅されたエコー信号を包絡線検波処理し、信号強度が輝度で表現された輝度デ
ータを生成する。この輝度データに基づいて２次元断層面における超音波画像（Ｂモード
画像）を発生する。超音波画像は、発生された時刻と関連付けて記憶部２３に記憶される
。
【００１９】
　ドプラ処理部２２は、受信部１８からのエコー信号の供給を受け、エコー信号を周波数
解析することによりドプラ偏移周波数だけ偏移した信号（以下、ドプラ信号と呼ぶ）を算
出する。ドプラ処理部２２は、算出したドプラ信号に基づいて血流等の移動速度を算出す
る。動脈の血流速度は、静脈の血流速度に比べ早いためドプラ信号により動脈と静脈とを
区別することができる。また、ドプラ処理部２２は、血流等の速度、分散又はパワー等の
所定断面における２次元分布を表したドプラ画像を発生する。
【００２０】
　記憶部２３は、超音波画像とその発生時刻とのデータを関連付けて記憶し、接触圧とそ
の算出時刻とのデータを関連付けて記憶する。また、記憶部２３は、接触圧と、当該接触
圧が算出された時刻と略同時刻に発生された超音波画像とを関連付けて記憶する。また、
記憶部２３は、表示画像や狭窄率等の種々のデータを記憶する。
【００２１】
　画像特定部２４は、圧迫指標値算出部１４によってリアルタイムに算出される接触圧か
ら最大接触圧を特定し、この最大接触圧と関連付けられた超音波画像を特定する。
【００２２】
　変形指標値算出部２６は、抽出機能、血管径算出機能、変形指標値算出機能を有する。
以下、個々の機能について説明する。
【００２３】
　抽出機能において変形指標値算出部２６は、超音波画像に描出された静脈血管の内部の
輝度値の類似性に基づいて、静脈血管の内壁を抽出する。
【００２４】
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　血管径算出機能において変形指標値算出部２６は、抽出された静脈血管の内壁を楕円近
似し、その楕円の短軸の半径の長さ（以下、血管径と呼ぶ）を算出する。
【００２５】
　変形指標値算出機能において変形指標値算出部２６は、２つの超音波画像における２つ
の血管径から、２つの超音波画像に描出される血管の変形度合いを示す指標値（以下、変
形指標値と呼ぶ）を算出する。変形指標値２６は、例えば血管の狭窄率である。
【００２６】
　図２は、狭窄率を説明するための図で、接触圧に応じて変化する血管径を示す図である
。時刻ｔ１における接触圧ｐ１が、時刻ｔ２における接触圧ｐ２よりも小さい（ｐ１＜ｐ
２）とする。接触圧ｐ１は、血管が変形しない程度の接触圧（以下、基準接触圧と呼ぶ）
である。基準接触圧ｐ１で被検体を圧迫した時刻と略同時刻に発生された超音波画像（以
下、基準画像と呼ぶ）に描出される血管の血管径（以下、基準血管径と呼ぶ）をＲ１、接
触圧ｐ２で被検体を圧迫した時刻と略同時刻に発生された超音波画像に描出された血管の
血管径をＲ２とすると、狭窄率は、（Ｒ２／Ｒ１）×１００で表される。狭窄率は、血管
が消失した場合（Ｒ２＝０）は０％、血管が全く変形しない場合（Ｒ１＝Ｒ２）は１００
％となる。
【００２７】
　血管位置推定部２８は、被検体を圧迫することにより超音波画像から静脈血管が消失し
た場合（血管径＝０）、血管が消失する直前に発生された超音波画像における血管と、血
管との相対的な位置関係が変化しない特定部位との間のベクトル（距離、方向及び向き）
を算出し、算出したベクトルから消失した血管の位置を推定する。特定部位は、例えば、
静脈と併走している動脈や筋肉層などである。
【００２８】
　表示画像生成部３０は、発生された複数の超音波画像から所定のレイアウトに基づいて
表示画像を生成する。具体的には、表示画像生成部３０は、血管が変形しない程度の接触
圧における超音波画像と、最大接触圧における超音波画像とを並べた表示画像を生成する
。また表示画像生成部３０は、狭窄率や血管径を超音波画像とともに並べた表示画像を生
成する。さらに表示画像生成部３０は、血管位置推定部２８によって推定された血管位置
を矢印等で明示した表示画像を生成する。
【００２９】
　表示部３２は、連続的に発生される超音波画像を表示することによって超音波画像を動
画表示する。また、表示部３２は、表示画像生成部３０によって生成された表示画像を表
示する。
【００３０】
　操作部３４は、キーボード、各種スイッチ、マウス等を備えた入力装置である。具体的
には、操作部３４は、スキャン開始ボタンやスキャン終了ボタン、狭窄率算出ボタン等を
備えている。
【００３１】
　制御部３８は、超音波診断装置１としての動作を実現するために各構成要素を制御する
。
【００３２】
　以下、第１実施形態における処理の一例を説明する。図３は、第１実施形態における処
理の流れを示す図である。
【００３３】
〔ステップＳＡ１〕　
　初めに操作者は、基準接触圧で超音波探触子１０を被検体に圧迫し、操作部３４に設け
られたスキャン開始ボタンを押す。スキャン開始ボタンが押されたことを契機として、制
御部３８は、基準接触圧の下スキャンを行い、基準画像を発生し表示部３２に表示する。
接触圧は、圧力センサー１２にて検出され、圧迫指標値算出部１４にて算出される。
【００３４】
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〔ステップＳＡ２〕　
　制御部３８は、基準画像上の静脈血管の内部にマーカーを設定する。図４を参照しなが
ら、ステップＳＡ２を具体的に説明する。図４は、ステップＳＡ２の処理を説明するため
の図であり、表示部３２に表示された基準画像Ｉ１を示す図である。まず、操作者は操作
部３４を介して基準画像Ｉ１上に表示されたマーカーを静脈血管の内部に移動させ、制御
部３８は静脈血管を特定する。
【００３５】
〔ステップＳＡ３〕　
　制御部３８は、操作者による狭窄率算出処理の要求を待機している。操作者により操作
部３４に設けられた狭窄率算出ボタンが押されることを契機として、制御部３８は、ステ
ップＳＡ４に進む。
【００３６】
〔ステップＳＡ４〕
　制御部３８は、変形指標値算出部２６に抽出処理を行なわせる。抽出処理において変形
指標値算出部２８は、マーカーの設定された画素の輝度値に基づいて静脈血管の内壁を抽
出する。
【００３７】
〔ステップＳＡ５〕　
　制御部３８は、変形指標値算出部２６に血管径算出処理を行なわせる。血管径算出処理
において変形指標値算出部２６は、ステップＳＡ４にて抽出した静脈血管の内壁を楕円近
似し、基準血管径を算出する。
【００３８】
〔ステップＳＡ６〕　
　ステップＳＡ５にて基準血管径が算出されると、操作者は超音波探触子１０による被検
体への圧迫を開始し、制御部３８はスキャンを行い超音波画像を発生する。また同時に、
リアルタイムに変換する接触圧（以下、リアルタイム接触圧と呼ぶ）が計算される。図５
は、スキャンにおける接触圧ｐと時間ｔとの関係の一例を示した図である。時刻ｔ１は、
圧迫開始時（操作者により狭窄率測定スイッチが押された時）であり、そのときの接触圧
ｐ１は、基準接触圧であるとする。接触圧ｐは、スキャン開始とともに操作者によって上
昇され、時刻ｔmaxにおいて真の最大接触圧ｐmaxとなる。この接触圧が上昇している期間
を圧迫期間とする。時刻ｔmax以降は、接触圧が低下し続け時刻ｔendにて、操作者により
スキャン終了ボタンが押され、スキャンが終了する。接触圧が低下している期間を開放期
間とする。
【００３９】
　図５に示すような接触圧の変化の下、連続的に超音波画像が発生される。発生される超
音波画像は、例えば、時刻ｔ１からの経過時間と関連付けて記憶部２３に記憶される。ま
た、計算される接触圧も時刻ｔ１からの経過時間と関連付けて記憶部２３に記憶される。
【００４０】
〔ステップＳＡ７〕　
　ステップＳＡ６にてリアルタイム接触圧が算出されると制御部３８は、画像特定部２４
に画像特定処理を行なわせる。画像特定処理において画像特定部２４は、リアルタイム接
触圧と直前の最大接触圧との値を比較する。リアルタイム接触圧が直前の最大接触圧より
も大きいと判定すると、画像特定部２４はステップＳＡ８に進む。リアルタイム接触圧が
直前の最大接触圧よりも小さいと判定すると、画像特定部２４はステップＳＡ１１に進む
。図５の圧迫期間においては、リアルタイム接触圧は直前の接触圧よりも大きいので、ス
テップＳＡ７からステップＳＡ８に進む。図５の開放期間においては、リアルタイム接触
圧は、直前の接触圧よりも小さいので、ステップＳＡ７からステップＳＡ１１に進む。
【００４１】
〔ステップＳＡ８〕　ｓ
　ステップＳＡ７にてリアルタイム接触圧が直前の最大接触圧よりも大きいと判断すると
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、画像特定部２４は、リアルタイム接触圧を新たな最大接触圧とし、新たな最大接触圧が
算出された時刻と略同時刻において発生された超音波画像を特定し、最大圧画像を更新す
る。圧迫期間中、最大圧画像は毎回更新されることになる。
【００４２】
〔ステップＳＡ９〕　
　ステップＳＡ８にて最大圧画像が更新されると制御部３８は、変形指標値算出部２６に
血管径算出処理を行なわせる。血管径算出処理において変形指標値算出部２６は、ステッ
プＳＡ８にて更新された最大圧画像における血管径（以下、最大圧血管径と呼ぶ）を算出
する。なお、圧迫によって超音波画像に描出される静脈血管の位置が変化した場合、公知
の技術、例えば特開２００３－１７５０４１号公報の技術によって変形指標値算出部２６
は、静脈血管の追跡を行ない、最大圧血管径を算出する。
【００４３】
〔ステップＳＡ１０〕　
　ステップＳＡ９にて最大圧血管径が算出されると、制御部３８は、変形指標値算出部２
６に変形指標値算出処理を行なわせる。変形指標値算出処理において変形指標値算出部２
６は、ステップＳＡ５にて算出した基準血管径とステップＳＡ９にて算出した最大圧血管
径とから狭窄率を算出する。上述のように、基準血管径をＲ１、最大圧血管径をＲ２とす
ると、狭窄率は（Ｒ２／Ｒ１）×１００によって算出される。
【００４４】
〔ステップＳＡ１１〕　
　ステップＳＡ１０にて狭窄率が算出されると又はステップＳＡ７にてリアルタイム接触
圧が直前の接触圧よりも小さいと判定されると、制御部３８は、表示画像生成部３０に表
示画像生成処理を行なわせる。表示画像生成処理において表示画像生成部３０は、ステッ
プＳＡ６にて発生した超音波画像、ステップＳＡ１にて発生した基準画像、ステップＳＡ
８にて更新した最大圧画像及びステップＳＡ１０にて算出した狭窄率から所定のレイアウ
トに基づいて表示画像を生成する。
【００４５】
　図６は、所定のレイアウトにおける表示画像Ｉ２の一例を示す図である。表示画像Ｉ２
は基準画像表示領域Ｉ２ａ、最大圧画像表示領域Ｉ２ｂ、リアルタイム画像表示領域Ｉ２
ｃ及び狭窄率表示領域Ｉ２ｄを有している。基準画像表示領域Ｉ２ａには、ステップＳＡ
１にて発生された基準画像が表示される。最大圧画像表示領域Ｉ２ｂには、ステップＳＡ
７にて特定された新たな最大圧画像が表示される。リアルタイム画像表示領域Ｉ２ｃには
、ステップＳＡ５にて発生された超音波画像が表示される。狭窄率表示領域Ｉ２ｄには、
ステップＳＡ１０にて算出された基準画像と新たな最大圧画像との静脈血管に関する狭窄
率が表示される。
【００４６】
　例えば、図５に示した圧迫期間においては、最大圧画像表示領域Ｉ２ｂ及びリアルタイ
ム画像表示領域Ｉ２ｃには、圧迫期間中ステップＳＡ６にて連続的に発生される超音波画
像が動画表示される。図５に示した開放期間においては、最大圧画像表示領域Ｉ２ｂには
、真の最大接触圧ｐmaxにおける超音波画像が表示され、リアルタイム画像表示領域Ｉ２
ｃには、開放期間中ステップＳＡ６にて連続的に発生される超音波画像が動画表示される
。
【００４７】
　また、さらに血管径の変化を観察しやすくするために基準画像表示領域Ｉ２ａ及び最大
圧画像表示領域Ｉ２ｂに、それぞれに表示される画像に対応する血管径を表示させても良
い。また、狭窄率表示領域Ｉ２ｄに狭窄率と共に狭窄率に応じたコメントを表示させても
よい。例えば、「狭窄率２０％です。血栓がある可能性があります。」と表示させると良
い。
【００４８】
〔ステップＳＡ１２〕　
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　ステップＳＡ１１にて表示画像が生成されると、制御部３８は表示部３２に表示画像を
表示させる。
【００４９】
〔ステップＳＡ１３〕　
　操作者により操作部３４に設けられたスキャン終了ボタンが押されるまで、ステップＳ
Ａ６～ステップＳＡ１２が繰り返される。制御部３８は、スキャン終了ボタンが押される
とスキャンを終了する。
【００５０】
　なお、図３の処理における接触圧の変化は、図５のように変化するとした。しかしなが
らこれに拘泥する必要はなく、例えば、時刻ｔ１以降において接触圧ｐ１よりも小さい接
触圧ｐminとなる場合でもよい。その場合、画像特定部２４は、接触圧ｐmaxを基準接触圧
にし、接触圧ｐmaxにおける超音波画像を基準画像として、その後の処理を行えばよい。
【００５１】
　なお、ステップＳＡ９にて圧迫等により静脈血管の血管径が０になる場合がある。血管
径が０だと静脈血管が見えなくなるため、静脈血管の位置を見失ってしまう恐れがある。
それを防止するために血管位置推定処理が行なわれる。まず、図７を参照しながら血管推
定処理の流れを説明する。
【００５２】
〔ステップＳＢ１〕　
　制御部３８は、ステップＳＡ９にて算出した静脈血管の血管径が０となることを待機し
ている。血管径が０となることを契機として、制御部３８は、血管位置推定部２８に血管
推定処理を行なわせる。
【００５３】
〔ステップＳＢ２〕　
　血管位置推定部２８は、静脈血管の血管径が０である超音波画像（ステップＳＡ６にて
発生した超音波画像）の直前に発生した超音波画像（以下、直前画像と呼ぶ）を記憶部２
３から読み込む。なお、直前の超音波画像における静脈血管の血管径も０であれば、ステ
ップＳＡ６にて発生した超音波画像に直近であり、静脈血管が０よりも大きい超音波画像
を読みこむ。
【００５４】
〔ステップＳＢ３及びＳＢ４〕　
　まず、血管位置推定部２８は、直前画像上の動脈血管及び静脈血管を、血流ドプラ信号
により区別して特定する。図８は、直前画像である。図８に示すように、通常動脈は、静
脈と併走しており、超音波探触子１０等により圧迫されても変形しない。また、動脈の血
流速度は、拍動により静脈の血流速度に比べ早い。従ってドプラ信号により動脈と静脈と
区別し、動脈を特定することができる。
【００５５】
〔ステップＳＢ５〕　
　血管位置推定部２８は、直前画像上の動脈血管及び静脈血管それぞれの中心を楕円近似
等により特定し、特定したそれぞれの中心間のベクトルを算出する。図９は、静脈血管及
び動脈血管の中心間のベクトルを示す図である。図９に示すように、静脈血管及び動脈血
管それぞれの中心間のベクトルを算出すれば、それぞれの中心間の距離、方向及び向きが
算出したこととなる。
【００５６】
〔ステップＳＢ６〕　
　血管位置推定部２８は、ステップＳＢ５にて算出したベクトル（距離、方向及び向き）
とステップＳＡ６にて発生した超音波画像上の動脈血管の中心位置とから静脈血管の位置
を推定する。図１０は、ステップＳＢ６を説明する図である。まず、血管位置推定部２８
は、ステップＳＢ３及びステップＳＢ４と同様に、ステップＳＡ９にて発生した超音波画
像上の動脈血管を特定し、動脈血管の中心位置を特定する。そして、特定した動脈血管の
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中心位置にステップＳＢ５にて算出したベクトルの始点を設定することによって、そのベ
クトルの終点が指す位置を静脈血管の中心位置であると推定する。
【００５７】
　以上で血管位置推定処理は終了する。終了すると、ステップＳＡ１０の処理が行なわれ
る。なお、血管位置推定処理が行なわれた直後のステップＳＡ１１において表示画像生成
部３０は、ステップＳＢ６にて推定した位置を明示した表示画像を生成する。明示の方法
としては、推定した位置に矢印を付すとよい。それ以外にも、静脈血管部分の画素を色で
強調させたりブリンクさせたり、輝度を変えて表示させてもよい。
【００５８】
　なお、表示画像生成部３０は、血管位置推定処理が行なわれなかった場合においても、
例えば、静脈脈血管の血管径が５画素以下であれば、静脈血管の位置を上述した方法（矢
印等）で明示した表示画像を生成しても良い。
【００５９】
　上記構成により、従来のように圧迫による血管の変形を観察するのにリアルタイム画像
を観察するのではなく、基準画像と最大圧画像とを自動的に特定し、並べて表示させるこ
とで血管の変形を容易に観察することができる。また、基準画像と最大圧画像との血管径
から血管の狭窄率を算出し表示させることで、さらに血管の変形の観察が容易になる。さ
らに、直前の超音波画像におえける動脈血管と静脈血管との位置関係から静脈位置を推定
することにより、超音波探触子１０の圧迫により静脈血管が完全に消失した場合でも静脈
血管の位置を見失うことがない。その結果、血管内の血栓の有無や血管の狭窄・閉塞を容
易に判断することができる。
【００６０】
（第２実施形態）
　第２実施形態における圧迫指標値は、超音波探触子を被検体に圧迫させることによって
生じる血管の移動や血流の変化に応じて変化するドプラ偏移周波数である。なお以下の説
明において、第１実施形態と略同一の機能を有する構成要素については、同一符号を付し
、重複説明は必要な場合にのみ行う。
【００６１】
　図１１は、第２実施形態における超音波診断装置５０の構成を示す図である。以下、必
要な構成要素のみ説明する。圧迫指標値算出部（ドプラ処理部）５２は、受信部１６から
のエコー信号の供給を受け、エコー信号を周波数解析することによりドプラ偏移周波数だ
け偏移した信号（以下、ドプラ信号と呼ぶ）を算出する。特に、被検体内の組織の移動に
起因するドプラ信号は、組織ドプラ信号と称される。圧迫指標値算出部５２は、算出した
組織ドプラ信号に基づいて血管等の被検体内の組織の移動速度や加速度等を算出する。ま
た、圧迫指標値算出部５２は、血管等の被検体内の組織の移動速度、加速度、分散又はパ
ワー等の所定断面における２次元分布を表したドプラ画像を発生する。
【００６２】
　記憶部５３は、超音波画像とその発生時刻とのデータを関連付けて記憶し、組織ドプラ
信号とその算出時刻とのデータを関連付けて記憶する。また、記憶部５３は、組織ドプラ
信号と、当該組織ドプラ信号が算出された時刻と略同時刻に発生された超音波画像とを関
連付けて記憶する。また、記憶部５３は、表示画像や狭窄率等の種々のデータを記憶する
。
【００６３】
　画像特定部５４は、圧迫指標値算出部５２によってリアルタイムに算出される組織ドプ
ラ信号から最大接触圧時を特定し、この最大接触圧時と関連付けて記憶された超音波画像
（最大圧画像）を特定する。以下、この画像特定処理を図１２を参照しながら説明する。
【００６４】
　図１２（ａ）は圧迫による組織ドプラ信号（周波数）の時間変化、図１２（ｂ）は組織
ドプラ信号から算出された速度の時間変化、図１２（ｃ）は組織ドプラ信号から算出され
た加速度の時間変化を示す図ある。なお、ｔ１は、狭窄率算出ボタンが押された時刻であ
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る。一般に超音波画像全体の組織ドプラ信号成分のうち、超音波探触子１０から近づく成
分が遠ざかる成分よりも大きいときは圧迫期間、近づく成分が遠ざかる成分よりも小さい
ときは開放期間であると推定できる。また一般に、真の最大接触圧ｐmaxにおける時刻ｔm
axは、速度がプラスからゼロになった時刻、換言すれば加速度が極大値になった時刻であ
ると推定できる。従ってドプラ信号がプラスから０になった時刻は、真の最大接触圧時で
あると推定できる。すなわち画像特定処理において画像特定部５４は、圧迫指標値算出部
５２によってリアルタイムに算出されるドプラ信号から、ドプラ信号がプラスから０にな
った時刻を特定し、周波数がプラスから０になった時刻と略同時刻に発生された超音波画
像を、真の最大圧画像として特定する。
【００６５】
　以下、第２実施形態における一動作例を説明する。図１３は、第２実施形態における一
動作例の流れを示す図である。なお、第１実施形態と同様な箇所は、説明を簡略する。
【００６６】
〔ステップＳＣ１〕　
　初めに操作者は、超音波探触子１０を被検体に基準接触圧で圧迫し操作部３４に設けら
れたスキャン開始ボタンを押す。スキャン開始ボタンが押されたことを契機として、制御
部３８は、基準接触圧の下スキャンを行い、基準画像を発生し表示部３２に表示する。
【００６７】
〔ステップＳＣ２〕　
　制御部３８は、基準画像上の静脈血管の内部にマーカーを設定する。
【００６８】
〔ステップＳＣ３〕　
　制御部３８は、操作者による狭窄率算出処理の要求を待機している。操作者により操作
部３４に設けられた狭窄率算出ボタンが押されることを契機として、制御部３８は、狭窄
率算出処理を開始する。
【００６９】
〔ステップＳＣ４〕　
　形指標値算出部２６は、ステップＳＣ２にて設定したマーカーの位置の画素の輝度値に
基づいて静脈血管の内壁を抽出する。
【００７０】
〔ステップＳＣ５〕　
　変形指標値算出部２６は、ステップＳＣ４にて抽出した静脈血管の内壁を楕円近似し、
基準血管径を算出する。
【００７１】
〔ステップＳＣ６〕　
　ステップＳＣ５にて基準血管径が算出されると、操作者は超音波探触子１０による被検
体への圧迫を開始し、制御部３８はスキャンを行い超音波画像を発生する。また同時に、
リアルタイムに変化する組織ドプラ信号（以下、リアルタイムドプラ信号と呼ぶ）が算出
される。
【００７２】
〔ステップＳＣ７〕　
　ステップＳＣ６にてリアルタイムドプラ信号が算出されると制御部３８は、画像特定部
５４に画像特定処理を行なわせる。画像特定部５４は、リアルタイムドプラ信号が０以上
であるか否かを判定する。リアルタイムドプラ信号が０以上と判定すると、画像特定部２
４ステップＳＣ８に進む。リアルタイムドプラ信号が０より小さいと判定すると、画像特
定部２４ステップＳＣ１１に進む。圧迫期間においては、リアルタイムドプラ信号は０以
上なので、ステップＳＣ７からステップＳＣ８に進む。開放期間においては、リアルタイ
ムドプラ信号は、０よりも小さいので、ステップＳＣ７からステップＳＣ１１に進む。
【００７３】
〔ステップＳＣ８〕　
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　ステップＳＣ７にてリアルタイムドプラ信号が０以上であると判断すると、画像特定部
２４は、リアルタイムドプラ信号を新たな最大圧ドプラ信号とし、新たな最大圧ドプラ信
号が算出された時刻と略同時刻において発生された超音波画像を特定し、最大圧画像を更
新する。圧迫期間中、最大圧画像は毎回更新されることになる。
【００７４】
〔ステップＳＣ９〕　
　変形指標値算出部２６は、ステップＳＣ８にて更新された最大圧画像における血管径（
最大圧血管径）を算出する。
【００７５】
〔ステップＳＣ１０〕　
　変形指標値算出部２６は、ステップＳＣ５にて算出した基準血管径とステップＳＣ９に
て算出した最大圧血管径とから狭窄率を算出する。
【００７６】
〔ステップＳＣ１１〕　
　表示画像生成部３０は、ステップＳＣ１にて発生した基準画像、ステップＳＣ６にて発
生した超音波画像、ステップＳＣ８にて更新した最大圧画像及びステップＳＣ１０にて算
出した狭窄率から所定のレイアウトに基づいて表示画像を生成する。
【００７７】
〔ステップＳＣ１２〕　
　制御部３８は表示部３２に表示画像を表示させる。
【００７８】
〔ステップＳＣ１３〕　
　操作者により操作部３４に設けられたスキャン終了ボタンが押されるまで、ステップＳ
Ｃ６～ステップＳＣ１２が繰り返される。制御部３８は、スキャン終了ボタンが押される
とスキャンを終了する。
【００７９】
　上記構成により、圧力センサーを有しない超音波診断装置においても、組織ドプラ信号
に基づいて最大圧画像を自動的に特定することができ、これら画像を並べて表示させるこ
とで血管の変形を容易に観察することができる。
【００８０】
　なお、血管位置推定部２８による血管位置推定処理は、第１実施形態と同等の方法によ
り実施可能である。
【００８１】
（変形例）
　上記の第１及び第２実施形態では、２次元断層面における超音波画像（Ｂモード画像）
を用いる例を説明した。しかしながら本発明はこれに限定する必要はなく、３次元データ
であるボリュームデータから生成される超音波画像（以下、ボリュームデータから生成さ
れた超音波画像を３Ｄ画像と呼ぶことにする）にも適用可能である。以下、変形例を説明
する。なお、変形例の説明では、圧迫指標値を第１実施形態と同様に接触圧であるとする
が、第２実施形態のようにドプラ偏移周波数としても適用可能である。
【００８２】
　変形例における超音波探触子１０´は、被検体の３次元領域をスキャン（以下、３Ｄス
キャンと呼ぶ）する。
【００８３】
　画像発生部２０´は、輝度データに基づいて、ボリュームデータを再構成し、ボリュー
ムデータに対してボリュームレンダリング等を行なうことにより所定断面における３Ｄ画
像を生成する。また、画像発生部２０´は、３Ｄ画像に静脈血管が描出されない場合、相
関マッチング法等により、静脈血管を自動的に追従し、静脈血管が描出される３Ｄ画像を
発生する。より具体的には、３Ｄ画像に静脈血管が描出されない場合において画像発生部
２０´は、相関マッチング法等によりボリュームデータ内の静脈血管を特定し、特定した
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静脈血管が描出される３Ｄ画像をボリュームデータから発生する。相関マッチング法につ
いては後述する。
【００８４】
　記憶部２３´は、３Ｄ画像とその発生時刻とのデータを関連付けて記憶し、接触圧とそ
の算出時刻とのデータを関連付けて記憶する。また、記憶部２３´は、接触圧と、当該接
触圧が算出された時刻と略同時刻に発生された３Ｄ画像とを関連付けて記憶する。また、
記憶部２３´は、表示画像や狭窄率等の種々のデータを記憶する。
【００８５】
　画像特定部２４´は、圧迫指標値算出部１４によってリアルタイムに算出される接触圧
から最大接触圧を特定し、この最大接触圧に関連付けられた３Ｄ画像を特定する。
【００８６】
　以下、変形例における超音波診断装置の処理の１例を説明するが、変形例の基本的な流
れは第１実施形態とほぼ同様であるので図３を参照しながら説明する。なお、図３を引用
する際、「ステップＳＡ」とあるのは「ステップＳＤ」とし、「超音波画像」とあるのは
「３Ｄ画像」とする。
【００８７】
〔ステップＳＤ１〕　
　初めに操作者は、超音波探触子１０´を被検体に基準接触圧で圧迫し操作部３４に設け
られたスキャン開始ボタンを押す。スキャン開始ボタンが押されたことを契機として、制
御部３８は、基準接触圧で３Ｄスキャンを行いボリュームデータを発生し、任意断面の３
Ｄ画像を表示部３２に表示する。図１４は、ボリュームデータと３Ｄ画像とを示す図であ
る。基準接触圧において被検体を３Ｄスキャンすることにより、図１４（ａ）に示す基準
接触圧におけるボリュームデータが発生される。発生されたボリュームデータには、静脈
血管が含まれる。そして、操作者は、操作部３４を介して、静脈血管がよく表示される断
面Ｓにおける３Ｄ画像を特定する。図１４（ｂ）は、特定された３Ｄ画像を示す図である
。
【００８８】
〔ステップＳＤ２〕　
　制御部３８は、操作者が操作部２４を介することによりステップＳＤ１にて特定した３
Ｄ画像上の静脈血管の内部にマーカーを設定する。
【００８９】
〔ステップＳＤ３〕　
　制御部３８は、操作者による狭窄率算出処理の要求を待機している。操作者により操作
部３４に設けられた狭窄率算出ボタンが押されることを契機として、制御部３８は、狭窄
率算出処理を開始する。
【００９０】
〔ステップＳＤ４〕　
　変形指標値算出部２６は、ステップＳＤ２にて設定したマーカーの位置の画素の輝度値
に基づいて静脈血管の内壁を抽出する。
【００９１】
〔ステップＳＤ５〕　
　変形指標値算出部２６は、ステップＳＤ４にて抽出した静脈血管の内壁を楕円近似し、
基準血管径を算出する。
【００９２】
〔ステップＳＤ６〕　
　ステップＳＤ５にて基準血管径が算出されると、操作者は超音波探触子１０´による被
検体への圧迫を開始し、制御部３８は３Ｄスキャンを行い、ステップＳＤ１にて表示した
３Ｄ画像と同じ断面位置（座標）における３Ｄ画像を発生する。また同時に、リアルタイ
ム接触圧が算出される。
【００９３】



(14) JP 2008-272025 A 2008.11.13

10

20

30

40

50

　３Ｄスキャンにおいて、被検体を圧迫することにより静脈血管が移動する場合や断面位
置がずれた場合等にステップＳＤ６にて発生した３Ｄ画像に静脈血管が描出されない場合
がある。その場合、静脈血管を自動的に追従する。追従の方法は、様々あり例えば相関マ
ッチング法がある。以下、相関マッチング法を簡単に説明する。
【００９４】
　現時点におけるボリュームデータである現ボリュームデータと現ボリュームデータの直
前に発生されたボリュームデータである直前ボリュームデータを考える。直前ボリューム
データ中の静脈血管のボリュームデータを基準領域、現ボリュームデータの適当な場所か
ら切り出され基準領域と同じ形状・体積のボリュームデータを比較領域とする。まず、画
像発生部２０は、それぞれの領域中の輝度値の平均、分散及び共分散を算出し、算出した
平均、分散及び共分散から基準領域と比較領域との相関係数を算出する。相関係数の最大
値は１、最小値は－１であり、最大値１に近づくほど２つの領域が類似していることを示
す。画像発生部２０´は、比較領域の位置を変えながら相関係数を算出し、最も相関係数
が大きくなる比較領域を基準領域に対応する対応領域とみなす。画像発生部２０´は、基
準領域と対応領域との位置ずれ量を算出し、この位置ずれ量だけ断面をずらして３Ｄ画像
を発生する。
【００９５】
〔ステップＳＤ７〕　
　ステップＳＤ６にてリアルタイム接触圧が算出されると制御部３８は、画像特定部２４
´に画像特定処理を行なわせる。画像特定処理において画像特定部２４´は、リアルタイ
ム接触圧と直前の最大接触圧との値を比較する。リアルタイム接触圧が直前の最大接触圧
よりも大きいと判定すると、画像特定部２４´はステップＳＤ８に進む。リアルタイム接
触圧が直前の最大接触圧よりも小さいと判定すると、画像特定部２４´はステップＳＤ１
１に進む。
【００９６】
〔ステップＳＤ８〕　
　ステップＳＤ７にてリアルタイム接触圧が直前の最大接触圧よりも大きいと判断すると
、画像特定部２４´は、リアルタイム接触圧を新たな最大接触圧とし、新たな最大接触圧
が算出された時刻と略同時刻において発生された３Ｄ画像を特定し、最大圧画像を更新す
る。
【００９７】
〔ステップＳＤ９及びＳＤ１０〕　
　変形指標値算出部２６は、ステップＳＤ８にて更新された最大圧画像における血管径（
最大圧血管径）を算出し、ステップＳＤ５にて算出した基準血管径とステップＳＤ９にて
算出した最大圧血管径とから狭窄率を算出する。
【００９８】
〔ステップＳＤ１１〕　
　表示画像生成部３０は、ステップＳＤ１にて発生した基準画像、ステップＳＤ６にて発
生した３Ｄ画像、ステップＳＤ８にて更新した最大圧画像及びステップＳＤ１０にて算出
した狭窄率から所定のレイアウトに基づいて表示画像を生成する。
【００９９】
〔ステップＳＤ１２〕　
　制御部３８は表示部３２に表示画像を表示させる。
【０１００】
〔ステップＳＤ１３〕　
　操作者により操作部３４に設けられたスキャン終了ボタンが押されるまで、ステップＳ
Ｄ６～ステップＳＤ１２が繰り返される。制御部３８は、スキャン終了ボタンが押される
とスキャンを終了する。
【０１０１】
　上記の変形例により、３Ｄ画像において静脈血管を観察する際、被検体を圧迫すること
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を解消することができる。
【０１０２】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１０３】
【図１】本発明の第１実施形態における超音波診断装置１の構成を示す図。
【図２】図１の変形指標値算出部によって算出される狭窄率を説明するための図。
【図３】第１実施形態における処理の１例を示す図。
【図４】図３のステップＳＡ２の処理を説明するための図。
【図５】第１実施形態のスキャンにおける接触圧ｐと時間ｔとの関係の一例を示す図。
【図６】第１実施形態に係わる所定のレイアウトにおける表示画像の一例を示す図。
【図７】図１の血管位置推定部による血管推定処理の流れを示す図。
【図８】図７の血管推定処理に係わる直前画像を示す図。
【図９】図７のステップＳＢ５を説明するための図。
【図１０】図７のステップＳＢ６を説明するための図。
【図１１】本発明の第２実施形態に係わる超音波診断装置５０の構成を示す図。
【図１２】図１１の画像特定部５４による最大圧画像特定処理を説明するための図。
【図１３】第２実施形態における処理の１例を示す図。
【図１４】本発明の変形例に係わるボリュームデータと３Ｄ画像とを示す図。
【符号の説明】
【０１０４】
　１…超音波診断装置、１０…超音波探触子、１２…圧力センサー、１４…圧迫指標値算
出部、１６…送信部、１８…受信部、２０…画像発生部（Ｂモード処理部）、２２…ドプ
ラ処理部、２３…記憶部、２４…画像特定部、２６…変形指標値算出部、２８…血管位置
推定部、３０…表示画像生成部、３２…表示部、３４…操作部、３８…制御部。
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